
1 

 

平成 ２９年 第 ４ 回 筑前町議会定例会会議録 

招集年月日 平成 ２９年 １２月  ６日（水） 

招集の場所 筑前町役場議会議場 

開   会 平成 ２９年 １２月  ６日（水）  １０時 ００分 

散   会 平成 ２９年 １２月  ６日（水）  １０時 ５６分 

出 席 議 員 

議 長  矢 野   勉     １番  深 野 良 二 

２番  田 口 讓 司     ３番  横 山 善 美 

４番  山 本 一 洋     ５番  奥 村 忠 義 

６番  木 村 博 文     ７番  石 丸 時次郎 

８番  桒 野 光 雄     ９番  山 本 久 矢 

    １０番  川 上 康 男    １１番  福 本 秀 昭 

    １２番  梅 田 美代子    １３番  一 木 哲 美 

    １４番  河 内 直 子    １５番  田 中 政 浩     

出席議員数 １６名 

欠 席 議 員 な し 

地方自治法 

第１２２条 

の規定によ 

り説明の為 

に出席した 

者の職氏名 

 

町   長  田 頭 喜久己    副 町 長  中 野 髙 文 

教 育 長  入 江 哲 生    総 務 課 長  大 武 一 幸 

企 画 課 長  岩 下 定 徳    財 政 課 長  神 本 浩 美 

税 務 課 長  藤 本 英 明    住 民 課 長  亀 田 美 香 

健 康 課 長  古 川 秀 志    環境防災課長  林   浩 嗣 

建 設 課 長  堀 内   明    都市計画課長  重 信 英 志 

農林商工課長  近 藤 亮 太    上下水道課長  川 波   剛 

福 祉 課 長  重 信 利 子    こども課長  一 木 眞 澄 

教 育 課 長  橋 本 照 美    生涯学習課長  松 尾 和 彦 

 

欠 席 者 な し 

本会議に職 

務のために 

出席した者 

の職氏名 

議会事務局長         議会事務局議会係長 

        倉 掛 俊 一        中 原 玲 子 



2 

 

 

 

 

議 事 録 

 

 

平成２９年第４回定例会 

 

 

［初 日］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１２月６日（水） 

 



3 

 

 開  会  

 議  長  総務課長 

 総務課長  おはようございます。 

 議会の開会にあたりまして、町民憲章の朗読をお願いします。 

 私のほうが一つと言いますので、本文を引き続き、ご唱和をお願いします。 

一つ、私たちは、豊かな自然に満たされた筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、伝統と文化を守り育てる筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、平和を願い、命を大切にする筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、人を思いやり、共に支え合う協働の筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、こどもが元気で健やかに育つ筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、健康で希望に満ち、活気と笑顔あふれる筑前町をつくります。 

 ありがとうございました。 

 議  長 改めまして、おはようございます。 

 本日の出席議員は、１６人につき定足数に達しております。 

 ただ今から、平成２９年第４回筑前町議会定例会を開会します。 

（１０：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１「会議録署名議員の指名」を、行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定によって、 

９番 山本久矢議員及び１０番 川上康男議員を、指名します。 

 日程第２  

 議  長  日程第２「会期の決定について」を、議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日１２月６日から１５日までの１０日間としたいと思いま

す。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から１２月１５日までの１０日間と決定しました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３ 「町長のあいさつ及び提案理由の説明」を求めます。 

町長 

 町  長  おはようございます。 

 本日は、平成２９年第４回定例会を招集しましたところ、全員ご出席いただきあり

がとうございます。 

 さて、７月５日の九州北部豪雨発災から、早や５カ月を経過いたしました。同じ広

域圏域である朝倉市、東峰村の未曽有の被害に対し、本町も住民の方々とともにでき

得る限りの支援を継続しているところでございます。 

 先日の日曜日にも、筑前町の消防団が行方不明者の捜索活動に出動し、発見に寄与

したところでもあります。消防団の継続的な支援活動に敬意を表しながら、改めてお

亡くなりになられた方、被災された方々にご冥福とお見舞いを申し上げる次第でござ

います。 

 本町は、圏域自治体として、支援を継続しながらも、本町の町の将来像に向かって

課題解決を推進するため、国、施策等に注視しながら戦略プラン等にも基づいた人口

減少、少子高齢化の進行に対応してまいりたいと思っております。 

 その施策の財源であります税について、今、国において動きが活発であります。 
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 森林環境税の実現は推進すべきでありますが、基金の残高を持って地方交付税の減

額やゴルフ利用税の廃止、償却資産の固定資産税見直しなど、とても容認できない検

討もなされているところであります。町の主体性を保ちながらも関係団体と連携し、

国、県に対し改善要望もしてまいりたいと考えております。 

 それでは、本日提案いたします議案等１３件の説明を申し上げます。 

 なお、今会期中に追加議案の上程を予定していますので、このことにつきましても

よろしくお願いいたします。 

 議案第４６号 財産の取得につきましては、筑前町農業者トレーニングセンター用

地を取得するにあたり、地方自治法及び筑前町議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例の規定により議会の議決を求めるものです。 

 議案第４７号 筑前町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制

定につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休暇等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部が改正されてことに伴い、

筑前町職員の育児休業等に関する条例についても適用しようとするため、議会の議決

を求めるものです。 

 議案第４８号 筑前町営住宅専用水道条例の一部を改正する条例の制定につきま

しては、町営住宅井手団地を上水道に接続したため、当該条例の一部を改正する必要

が生じたことにより議会の議決を求めるものです。 

 議案第４９号 筑前町都市公園条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

都市公園法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、当該条例を改正す

る必要が生じたことにより議会の議決を求めるものです。 

 議案第５０号 筑前町下水道事業の設置等に関する条例の制定につきましては、筑

前町下水道事業の公営企業会計移行に伴い、条例を制定する必要が生じたことにより

議会の議決を求めるものです。 

 議案第５１号 筑前町特別会計条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

筑前町下水道事業の公営企業会計移行に伴い、当該条例の一部を改正する必要が生じ

たことにより議会の議決を求めるものです。 

 議案第５２号 筑前町農業集落排水事業条例の一部を改正する条例の制定につき

ましては、筑前町農業集落排水事業の公営企業会計移行に伴い、当該条例の一部を改

正する必要が生じたことにより議会の議決を求めるものです。 

 議案第５３号 筑前町下水道条例の一部を改正する条例の制定につきましては、筑

前町下水道事業の公営企業会計移行に伴い当該条例の一部を改正する必要が生じた

ことにより議会の議決を求めるものです。 

 議案第５４号 平成２９年度筑前町一般会計補正予算（第６号）につきましては、

補正額４億３４２万９,０００円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額をそれぞれ１２

９億５７４万８,０００円とするものです。 

 主な補正内容としましては、 

 ふるさと応援寄附金が、当初の予定よりも増加する見込みであるため、その増加分

を積み立てるための『ふるさと応援基金管理事務 ２,８００万円』 

 障害者自立支援給付費において、前年度の事業実績に基づいた国県負担金補助金の

返還を行うこと及び、障害児給付が当初の見込みより利用者が増加したことによる

『障害者自立支援給付事業 ２,７３１万円』 

 町債の繰上償還を行うための『地方債管理事務 ２億６,０８３万４,０００円』 

などを追加するものです。  

 議案第５５号 平成２９年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

につきましては、補正額７,５６９万３,０００円を増額し、補正後の歳入歳出予算総
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額をそれぞれ４１億６,３７８万１,０００円とするものです。 

 議案第５６号 平成２９年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、補正額１８３万６,０００円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額を

それぞれ１億６,８４９万１,０００円とするものです。 

 議案第５７号 平成２９年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、補正額２１０万円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額をそれぞれ１

２億７,３８１万１,０００円とするものです。 

 議案第５８号 平成２９年度筑前町水道事業会計補正予算（第２号）につきまして

は、収益的収入を１７万７,０００円増額し、補正後の収益的収入総額を４億１,８９

０万４,０００円、収益的支出を１７０万８,０００円増額し、補正後の収益的支出総

額を４億４,７３７万１,０００円とするものです。 

 以上が、本日提案しました議案等の提案理由でございますが、いずれも重要な案件

でございますので、慎重にご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、開会に

あたりましてのご挨拶と議案等の説明といたします。よろしくお願いいたします。 

 議  長  町長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第４～

日程第１６ 

 

 議  長  会議規則第３５条の規定により、日程第４から日程第１６までを一括議題としま

す。 

 お諮りします。 

 一括議題とした日程第４ 議案第４６号から日程第１６ 議案第５８号までは、議

案の説明のみ行いたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 それでは順次、議案の説明を求めます。 

生涯学習課長 

生涯学習課長  議案書の２ページをお願いいたします。 

 議案第４６号「財産の取得について」 

 別紙のとおり財産を取得するため、議会の議決を求めるものでございます。 

 本日付け、町長名です。 

 提案理由は、町長が先ほど説明したとおりでございますので、省略をいたします。 

 続きまして、議案書３ページをお願いいたします。 

 １、取得する財産の表示、番号１、筑前町東小田、宅地８７６㎡、他７筆で、合計

６,７９９㎡でございます。 

 ２、取得価格 ８,１５８万８,０００円。１㎡当たり１万２,０００円でございます。 

 ３、契約の相手方 筑前町東小田、白木明俊、他９名でございます。 

 なお、取得する財産の番号７は８名の共有になっておりますので、地権者は総勢１

０名となっております。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  議案書の４ページをお願いします。 

 議案第４７号「筑前町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定

ついて」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 
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 提案理由につきましては、先ほど町長から説明がありましたので省略させていただ

きます。 

 ５ページ、６ページをお願いします。 

 現行と改正案を、記載をさせていただいております。 

 現行の条文に新たに、第２条第２号に１歳６カ月を２歳までという形で、６カ月の

延長という形で、今回、改正をするものでございます。 

 なお、第２条第４項につきましては、該当する非常勤の職員並びに、第２条第５項

につきましては、従前の第２条第４項を繰り下げるもの等となっております。 

 附則として、この条例は、公布の日から施行するという形にしております。以上で

す。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  議案書８ページをお願いいたします。 

 議案第４８号「筑前町営住宅専用水道条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、先ほど町長が説明されましたので省略させていただきま

す。 

 次のページの９ページをお願いいたします。 

 筑前町営住宅専用水道条例の一部を改正する条例 

 筑前町営住宅専用水道条例の一部を次のように改正する。 

 改正案と現行を比較対照しておりまして、改正案のほうで、筑前町より１２９１番

地の１、町営住宅井手団地を削除しております。 

 これは、４８戸の井手団地がすべて上水道に切り替わったものでございます。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。以上でございます。 

 続きまして、１０ページをお願いいたします。 

 議案第４９号「筑前町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、町長が先ほど説明されましたので省略させていただきま

す。 

 次のページ、１１ページでございます。 

 筑前町都市公園条例の一部を改正する条例 

 筑前町都市公園条例の一部を次のように改正する。 

 改正案と現行の比較表を上げております。 

 第３条の４に追記しておりまして、施行令の第８条第１項の条例で定める割合は、

１００分の５０とする。 

 公園敷地の面積に対して５０％までの運動施設をつくることが可能とするという

ことで、政令を参酌して制定するものでございます。 

 附則、この条例は、平成３０年４月１日から施行する。以上でございます。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  それでは、議案書の１２ページをお願いいたします。 

 議案第５０号「筑前町下水道事業の設置等に関する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付け提出の、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、町長が説明したとおりでございます。 

 議案書の１３ページをお開き願いたいと思います。 
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 筑前町下水道事業の設置等に関する条例 

 公営企業会計移行に伴いまして、地方公営企業法等において、下水道事業は、任意

適用の企業として法の一部を条例で適用させることにより、下水道事業の設置の条例

を定める必要があり、条例の制定を行うものでございます。 

 第１条には、地方公営企業法及び地方公営企業法施行令に基づきまして、この条例

の趣旨を、第２条では、下水道事業の設置内容を、第３条におきましては、地方公営

企業法による財務規定等の適用についての規定をいたしております。 

 この財務規定等につきましては、地方公営企業法及び地方公営企業法施行令に基づ

くもののほか、条例で定める必要があるものについてのみ、第４条から規定をいたし

ております。 

 第４条は、経営の基本に関する事項といたしまして、各事業の経営規模等について

表記をいたしております。 

 第５条では、組織に関する事項といたしまして、下水道事業に管理者を置かない旨、

管理者の権限所在を町長といたしまして、その事務処理を上下水道課に行うことを規

定しております。 

 １４ページをお願いいたします。 

 第６条といたしまして、重要な資産の取得及び処分について、でございます。 

 地方公営企業法第３３条第２項及び地方公営企業法施行令第２６条の３で規定さ

れる重要な資産の基準によりまして、対象を、予定価格７００万円以上及び、土地に

あっては、その面積１件につき５,０００㎡以上で規定しております。 

 第７条には、議会の同意を要する賠償責任の免除について、でございます。 

 地方自治法第２４３条の２、職員の賠償責任の規定によりまして、賠償責任の免除

について、議会の同意を得なければならない場合の賠償額といたしまして、１０万円

以上を規定いたしております。 

 第８条といたしましては、会計事務の処理について、でございます。 

 地方公営企業法第３４条の２財務規定等が適用される場合の管理者の権限の規定

により、事業管理者、町長の権限のうち、当該地方公共団体の会計管理者に行わせる

ことができる事務の内容を規定いたしております。 

 ９条につきましては、議会の議決を要する負担付き寄附の受領等について、でござ

います。 

 地方公営企業法第４０条第２項及び、地方自治法第９６条議決事件の規定によりま

して、負担付き寄附又は贈与を受ける価格を１００万円以上としまして、法律上、町

の義務に属する損害賠償額を５０万円以上と規定をいたしておるところでございま

す。 

 第１０条でございます。 

 業務状況説明書類の作成について、でございます。 

 地方公営企業法第４０条の２業務の状況の公表によりまして、毎事業年度、少なく

とも２回以上の当該地方公営企業の業務の状況を説明する書類を当該地方公共団体

の長に提出しなければならないとなっており、提出期限を１１月３０日と５月３１日

の年２回。 

提出する書類の内容といたしまして、事業の概要、経理の状況及びその他必要な事

項、それと天災等でやむを得ない事由により、提出が遅延する場合の書類について、

規定をいたしております。 

 １５ページをお開き願いたいと思います。 

 附則といたしまして、この条例は、平成３０年４月１日から施行するものでござい

ます。 
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 最後に、条例第４条を補うために、別表第１及び第２に、施設の名称及び位置等を

表記をいたしております。 

 以上で、筑前町下水道事業の設置等に関する条例の制定についての説明を終わらせ

ていただきます。 

 引き続き、議案書の１６ページをお願いいたします。 

 議案第５１号「筑前町特別会計条例の一部を改正する条例の制定について」でござ

います。 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付け提出、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、先ほどと同様町長が説明したとおりでございます。 

 議案書の１７ページをお開き願います。 

 筑前町特別会計条例の一部を改正する条例 

 今回の筑前町下水道事業の設置等に関する条例を制定することに伴いまして、現行

の筑前町特別会計条例の一部を改正するものでございます。 

 そこに新旧対照表を明記しておりますけれども、現行の筑前町特別会計条例の第１

条第２号に筑前町農業集落排水事業特別会計、同条第３号に筑前町公共下水道事業特

別会計を記載しておりますが、それぞれ削除いたしまして、それに伴う号数の変更を

一部改正するものでございます。 

 附則１といたしまして、この条例は、平成３０年４月１日から施行するものです。 

 附則２以降につきましては、経過措置を記載しているところでございます。 

 以上で、筑前町特別会計条例の一部を改正する条例の説明に代えさせていただきま

す。 

 引き続き、議案書の１９ページをお開き願いたいと思います。 

 議案第５２号「筑前町農業集落排水事業条例の一部を改正する条例制定について」

でございます。 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付け提出で、町長名でございます。 

 提案理由につきましても、町長が説明したとおりでございます。 

 議案書の２０ページをお願いいたします。 

 筑前町農業集落排水事業条例の一部を改正する条例 

 今回の筑前町下水道事業の設置等に関する条例を制定することに伴いまして、現行

の筑前町農業集落排水事業条例の一部を改正するものでございます。 

 ここに新旧対照表を表示いたしておりますが、ご覧になって、お分かりのように、

筑前町農業集落排水事業条例の第２条、設置、名称等及び同条を補うための別表第１

を削除いたしますことの条例の一部改正でございます。 

 附則といたしまして、この条例は、平成３０年４月１日から施行いたすところでご

ざいます。 

 以上で、筑前町農業集落排水事業条例の一部を改正する条例の説明に代えさせてい

ただきます。 

 続きまして、議案書の２１ページをお開き願います。 

 議案第５３号「筑前町下水道条例の一部を改正する条例制定について」でございま

す。 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付け提出、町長名でございます。 

 提案理由につきましても、町長が説明しましたとおりでございます。 

 議案書の２２ページをお願いいたします。 
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 筑前町下水道条例の一部を改正する条例 

 今回の筑前町下水道事業の設置等に関する条例を制定することに伴いまして、現行

の筑前町下水道条例の一部を改正するものでございます。 

 そこに新旧対照表を表記いたしております。 

 筑前町下水道条例の第２条、設置、名称等及び同条を補うための別表第１を削除し、

条例の一部を改正するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、平成３０年４月１日から施行するところでござ

います。 

 以上で、筑前町下水道条例の一部を改正する条例の説明に代えさせていただきま

す。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  議案書２３ページをお願いします。 

 議案第５４号「平成２９年度筑前町一般会計補正予算（第６号）について」 

 平成２９年度筑前町一般会計補正予算（第６号）を別冊のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 別冊の平成２９年度一般会計補正予算（第６号）をお願いします。 

 １ページをお願いします。 

 平成２９年度筑前町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億３４２万９,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２９億５７４万８,０００円とするもの

です。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 ５ページをお願いします。 

 債務負担行為につきましては、夜須中学校を除く各小中学校の給食業務委託事業

が、平成２９年度をもって現在の委託契約が終了することから、平成３０年度から３

４年度までの業務委託を行うにあたり、債務負担行為を設定するものであります。 

 次に、６ページをお願いします。 

 ６ページが歳入、７ページが歳出の総括表です。 

 ７ページの補正額の財源の内訳につきましては、国庫支出金２,７６５万２,０００

円、その他１億９,０２５万７,０００円、一般財源１億８,５５２万円です。 

 それでは、歳出のほうから主なものを説明いたします。 

 １０ページをお願いします。 

 なお、人件費につきましては、４月の人事異動等に伴う補正でありますので、説明

を省略いたします。 

 ２款１項５目財産管理費の２４６万３,０００円は、２７年度に策定をいたしました

筑前町公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設計画の策定を行うためのシステム

導入費用です。 

 １５目ふるさと応援寄附金、１６目平和基金費は、寄附金の増額によるものです。 

 １８目総合支所総務費は、総合支所自動ドア５基の修繕料です。 

 １９目企画費の１,５４４万６,０００円は、ふるさと応援寄附金の増額による返礼

品や委託料などを増額をするものです。 

 １１ページをお願いします。 

 ２款１項総務管理費の８２万１,０００円は、ブロードバンドの拡張工事費用です。 

 ２款３項戸籍住民基本台帳費の１２９万６,０００円は、住民票に旧氏を記載するた

めのシステム改修費用です。 
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 ３款民生費は、扶助費の増及び過年度分補助金の返還が主なものであります。 

 １２ページをお願いします。 

 ４款１項５目１６節の原材料費は、水道接続増加に伴うメーターボックス不足によ

る増額です。 

 ４款２項２目１３節の委託料は、サン・ポートの焼却炉改修に伴いまして、ごみの

一部を筑紫野市へ運搬をすることが必要となるために、ごみ収集委託料を増加をする

ものです。 

 １３ページをお願いします。 

 ５款１項３目２８節の操出金は、落雷によるマンホールポンプ場制御盤故障の修繕

を行うための農業集落排水事業特別会計への操出金です。 

 ７款１項土木管理費の３０２万４,０００円は、道路改良事業に伴う測量数の増加に

よるものです。 

 １４ページをお願いします。 

 ９款２項から９款７項までは、準要保護児童生徒の入学支度金を、入学前に支給を

するための補正であります。 

 １５ページの１０款災害復旧費は、７月の豪雨による災害復旧費用です。 

 １６ページをお願いします。 

 １１款公債費の２億６,０８３万４,０００円は、後年度の公債費を軽減するため繰

上償還を行うものです。 

 次に、歳入のほうを説明いたします。 

 ８ページをお願いします。 

 主なものを説明いたします。 

 ９款国有提供施設等所在市町村助成交付金２１３万４,０００円と１０款地方特例

交付金８２８万９,０００円の増額は、交付決定によるものです。 

 １３款分担金及び負担金４２５万円は、現年発生農林施設災害復旧事業費分担金で

す。 

 １５款１項国庫負担金と、飛びますけど、１６款１項県負担金につきましては、児

童手当負担金と障害者自立支援給付費負担金です。 

 １５款２項２目総務費国庫補助金１２９万６,０００円は、社会保障・税番号制度シ

ステム整備費として、１００％の補助となっております。 

 ９ページの１６款２項１０目災害復旧費補助金３２４万１,０００円は、現年発生農

林施設災害復旧費補助金です。 

 １８款寄附金の２,８２２万円は、ふるさと応援寄附金と大刀洗平和記念館寄附金の

増加見込みによるものです。 

 １９款繰入金の３億３,１１２万５,０００円は、財政調整基金、減債基金、地域振

興基金、公共施設等整備基金からの繰入金です。 

 ２１款諸収入の１７５万９,０００円は、ごみ収集委託料に対する環境施設組合から

の負担金となっております。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  議案書の２４ページをお開きください。 

 議案第５５号「平成２９年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

について」 

 平成２９年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり

提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 
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 別冊の国保特別会計補正予算（第３号）をお願いいたします。 

 １ページです。 

 平成２９年度筑前町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,５６９万３,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４１億６,３７８万１,０００円とする。 

 本日付け、町長名でございます。 

 事項別明細書でご説明いたしたいと思います。 

 ７ページをお開きください。 

 まず、歳出からご説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費、補正額９５万円。人事異動等に伴う人件費の増額補正で

ございます。 

 次に、２款１項１目一般被保険者療養給付費５,８６０万８,０００円の補正です。 

 これは、昨年度と比較いたしまして入院件数の増加等ございまして、予算不足が見

込まれましたので補正対応し、支出に備えるものでございます。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金は、財源の組み替えによるものです。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金１万５,０００円は、前期高齢者納付金確定による不

足額に対応するものです。 

 １１款１項３目償還金１,６１２万円は、療養給付費等の国県補助金の前年度分確定

による返還金でございます。 

 次に、歳入をご説明いたします。 

 その上の６ページをお願いいたします。 

 概要的には先ほどご説明しました、歳出補正に伴う財源補正と財源組み替えによる

ものになっております。 

 ３款１項１目療養給付費等負担金３,９６７万５,０００円、３款２項１目財政調整

交付金５２７万４,０００円、５款１項１目前期高齢者交付金２,５１８万５,０００円、

６款２項２目財政調整交付金４３９万５,０００円は、先ほど説明いたしました歳出の

２款１項１目療養給付費の増額補正の対応によるものの歳入でございます。 

 また、３款１項１目療養給付費負担金３,９６７万５,０００円の一部は、後期高齢

者支援金の財源組み替えの財源ともなっております。 

 ４款１項１目療養給付費交付金１万５,０００円は、歳出の４款１項１目前期高齢者

納付金確定による財源交付金です。 

 ６款２項３目国保制度関係業務準備補助金１９万９,０００円は、次年度国保制度改

正に係るシステム機器導入に係る費用に対して補助金確定がございましたので、財源

組み替えを行っております。 

 ９款１項１目一般会計繰入金９５万は、歳出で説明いたしました人件費補正に係る

一般会計からの繰入金対応でございます。 

 以上で、今議会において補正予算をお願いする国保特別会計補正予算（第３号）の

説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  議案書の２５ページをお願いいたします。 

 議案第５６号「平成２９年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について」 

 平成２９年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）を、別冊のとお

り提出する。 

 本日付け提出の、町長名でございます。 
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 別冊の平成２９年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算書（第２号）をお願

いいたします。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 １ページをお開きください。 

 平成２９年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 平成２９年度筑前町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８３万６,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６,８４９万１,０００円とする。 

 ７ページをお開きください。 

 事項別明細の説明に入りたいと思います。 

 まず、最初に歳出でございます。 

 １款１項１目農業集落排水施設管理費、１１節需用費１８３万６,０００円の増でご

ざいます。 

 マンホールポンプ場、栗田地区にございますけれども、制御盤修理費でございまし

て、一般会計の補正予算でもお話があったかと思いますが、７月の落雷によりまして

制御盤が不能となり、代用品で簡易操作をいたしておりましたけれども、適切な維持

管理が行えず現在に至っておりますので、その修繕費といたしまして増額するもので

ございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 次に、歳入でございます。 

 ４款１項１目一般会計繰入金１７３万５,０００円の増でございます。 

 これは、先ほど申しましたマンホールポンプ場の制御盤修繕費に係る経費を、この

後説明申し上げます繰越額で調整したものでございます。 

 なお、当施設につきましては、市町村建物共済の対象となっておりまして、実施支

払いが終了した時点で申請しますと、全額が補償としていただけるものとなっており

ますので、そのような措置を今後進めていきたいと思っております。 

 ５款１項１目繰越金１０万１,０００円の増でございます。 

 これにつきましては、９月議会におきまして、歳入歳出決算の認定に伴い繰越額が

確定したことによります増額でございます。  

 以上で、農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）の説明を終わります。 

 続きまして、議案書の２６ページをお願いいたします。 

 議案第５７号「平成２９年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて」でございます。 

 平成２９年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提

出する。 

 本日付け提出、町長名でございます。 

 別冊の平成２９年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算書（第２号）をお開き

願いたいと思います。 

 それでは説明に入ります。 

 １ページをお開きください。 

 平成２９年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）でございます。 

 平成２９年度筑前町の公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１０万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１２億７,３８１万１,０００円とする。 
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 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 それでは、事項別明細の説明をいたしますので８ページをお開き願いたいと思いま

す。 

 最終ページになろうかと思います。 

 まず、最初に歳出でございます。 

 ２款１項１目公共下水道施設整備費、１９節負担金補助及び交付金２１０万円の増

でございます。 

 夜須校区流域下水道建設事業費増に伴いまして、負担金が増額されるものでござい

ます。 

 ７ページをお開きください。 

 続きまして、歳入について、でございます。 

 ６款１項１目一般会計繰入金１１９万５,０００円の減でございます。繰越額の確定

によりまして、繰入金の減額をするものでございます。 

 ７款１項１目繰越金１１９万５,０００円の増でございます。 

 これは、先ほど農業集落排水事業と同様でございまして、９月の議会において、歳

入歳出決算の認定が行われました。それによりまして繰越額が確定したことによる増

額でございます。 

 ９款１項１目公共下水道事業債２１０万円の増でございます。 

 これにつきましては歳出で申し上げましたように、夜須校区流域下水道建設事業費

の負担金に係る起債借入予定額でございます。 

 以上で、公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の説明を終わりたいと思いま

す。 

 続きまして、議案書２７ページをお開き願いたいと思います。 

 議案第５８号「平成２９年度筑前町水道事業会計補正予算（第２号）について」 

 平成２９年度筑前町水道事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。 

 本日付け提出、町長名でございます。 

 別冊の平成２９年度筑前町水道事業会計補正予算書（第２号）をお願いいたします。 

 説明に入ります前に、訂正をお願いいたします。 

 １ページをお開きください。 

 １ページの表題の補正予算の号数が２号のところ１号となっておりますので、２号

に訂正をお願いいたします。たいへん申し訳ございません。 

 それでは、説明に入りたいと思います。 

 同じく１ページをお願いいたします。 

 平成２９年度筑前町水道事業会計補正予算（第２号） 

 第１条、平成２９年度筑前町水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

 第２条、平成２９年度筑前町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び収益

的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 そこに表でまとめておりますけれども、収入の第１款収益的収入、第２項の営業外

収益１７万７,０００円を増額補正し、４億１,８９０万４,０００円とするものでござ

います。 

 支出の第１款収益的支出、第１項営業費用１７０万８,０００円を増額補正し、４億

４,７３７万１,０００円とするものでございます。 

 第３条、予算第７条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 

 第１号、職員給与費を５,９４３万３,０００円とする。 

 第４条、予算第８条に定めた一般会計からこの会計への補助を受ける金額を次のと
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おり改める。 

 第１号、高料金対策といたしまして、経費を９,３９２万９千円とする。 

 それでは、具体的な補正内容についてのご説明に入らせていただきます。 

 補正予算（第２号）付属書類の９ページになろうかと思います。お開き願いたいと

思います。 

 それでは９ページの、まず、収益的収入及び支出の収入の分からご説明を申し上げ

たいと思います。 

 １款水道事業収益、２項営業外収益、２目他会計補助金でございます。１７万７,

０００円の増でございます。 

 平成２９年度の地方公営企業操出金の資本費算定額の変更に伴いまして、高料金対

策他会計補助金を増額するものでございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 次に、支出の分でございます。 

 １款水道事業費用、１項営業費用、２目配水及び給水費の備消品費４１万６,０００

円の増でございます。 

 これにつきましては、四三嶋の受水場及び各配水場を監視しますパソコンを支所に

設置しておりますけれども、１０月から原因不明の不具合を生じておりまして、問題

解消に向けた監視システムのセットアップ費用を増額したものでございます。 

 同じく修繕費８３万２,０００円の増でございます。 

 四三嶋受水場から城山配水場に送水をいたしますポンプを現在３台設置をいたし

ております。そのうちの１台につきまして、９月下旬異常音が発生いたしまして、ポ

ンプのオーバーホールを行い、原因の調査、修繕を実施する予定がありますので、修

繕費として増額するものでございます。 

 同じく３目総係費の給料以下につきましては、人件費に係る分として４６万円の増

でございます。これは、５月の人事異動に伴いまして増額をするものでございます。 

 以上で、水道事業会計補正予算（第２号）の説明に代えさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 議  長  議案の説明が終わりました。 

日程第１７  

 議  長  日程第１７ 請願第２号「「少人数学級推進などの定数改善」「義務教育費国庫負担

制度２分の１復元」にかかわる意見書の提出を求める請願書」について、お手元にお

配りしました請願文書表のとおり所管の常任委員会に付託しましたので報告をしま

す。 

日程第１８  

 議  長  日程第１８ 発議第４号「道路整備に必要な予算確保に関する意見書について」を、

議題とします。 

 議案の提案理由の説明を提出者に求めます。 

石丸議員 

 石丸議員  それでは、ただ今から、発議第４号の提出理由の説明をいたします。 

 議会提出議案書の７ページをお開きください。 

 発議第４号「道路整備に必要な予算確保に関する意見書について」 

 上記の議案を別紙のとおり、筑前町議会会議規則第１３条第１項の規定により提出

します。 

 提出者 石丸時次郎、賛成議員は、横山善美議員、木村博文議員であります。 

 提出理由 

 現在、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の特例により、
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国の負担率が嵩上げされているが、特別措置は平成２９年度末までの時限措置となっ

ている。この法律が継続されなければ、地方に必要な道路整備予算の確保が厳しい状

況となる。このため地方の道路整備財源を安定的に確保し、着実な道路整備の促進を

図るため、国の関係機関へ意見書を提出する。 

 これが議案を提出する理由であります。 

 ８ページをご覧ください。 

 道路整備に必要な予算確保に関する意見書（案）を、提案させていただきます。 

 国に求める実施事項は、 

 １、地方が必要とする道路整備予算を安定的に確保すること。 

 ２、道路財特法による補助率等の嵩上げ措置について、平成３０年度以降も現行制

度を継続すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。 

 議  長  説明が終わりました。  

 これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、発議第４号「道路整備に必要な予算確保に関する意見書ついて」を、採

決します。 

 発議第４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、発議第４号「道路整備に必要な予算確保に関する意見書について」は、

原案のとおり可決されました。 

 したがって、発議第４号については、地方自治法第９９条の規定により、関係行政

庁へ意見書を提出します。 

 散  会  

 議  長  以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

（１０：５６） 

 


